
計  画  書 

 

阪神間都市計画生産緑地地区の変更（三田市決定） 

 

１ 都市計画生産緑地地区中、三田－２９生産緑地地区を次のように変更する。 

 

名   称 面   積 備   考 

三田－２９ 生産緑地地区 約 0.22ha 一部廃止 

「位置及び区域は計画図表示のとおり」 

 

 

 

理  由 

 

 別紙理由書のとおり 

 



 

理 由 書 

 

 

 生産緑地地区は、平成３年の生産緑地法改正によって、市街化区域内農地等の農業生産活動

に裏付けされた緑地機能に着目し、公害又は災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全

等に役立つ農地等を計画的に保全し、良好な都市環境を形成するために都市計画決定されたも

のである。 

 三田－２９生産緑地地区は、平成４年１０月に前段の主旨から都市計画決定されたものであ

るが、主たる従事者の死亡により、当該地区の一部において生産緑地法第１４条に基づく行為

制限の解除がなされたことから、本案のとおり区域を変更するものである。 


